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南
条
氏
所
領
に
お
け
る
相
論

梶
　
川

　
貴

　
子

は
じ
め
に

　
日
本
中
世
に
お
い
て
、
訴
訟
で
争
う
こ
と
を
相
論
と
い
っ
た
。
土
地
を
親
族
に
譲
る
際
に
書
か
れ
る
譲
状
に
は
、
後
に
所
領
を
め
ぐ
っ

て
相
論
が
起
こ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
訓
戒
文
言
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
いあ
。
駿
河
国
富
士
上
方
上
野
郷
（
現
静
岡
県
富
士
宮
市
）
の

得
宗
被
官
・
南
条
時
光
も
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
二
月
廿
三
日
に
作
成
し
た
嫡
子
・
左
衛
門
次
郎
時
忠
へ
の
譲
状
に
「
時
光
か
し（

自
筆
）

ひ
ち

の
ゆ
つ
り
よ
り
ほ
か
、
ゆ
つ
り
あ
り
と
か（

号
）う

せ
ん
も
の
ハ
、
ほ（

謀
書
）

う
そ
と
し
ら
る
へ
し
、
時
光
か
う（

産
）ミ

の
こ
と
、
三
郎
か
母
よ
り
ほ
か
ゆ
つ

り
な
し
」
と
記
し
て
い
る
。
時
光
は
さ
ら
に
、
正
和
五
年
（
一
三
一
六
）
三
月
十
六
日
に
時
忠
に
置
文
を
書
きい
、
他
に
譲
ら
れ
た
と
申
す

人
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
の
持
っ
て
い
る
譲
状
は
謀
書
で
あ
る
と
時
忠
も
心
得
て
、
他
の
子
ど
も
た
ち
に
も
よ
く
言
い
知
ら
せ
る
よ
う
に

と
念
を
押
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
時
光
は
、
延
慶
二
年
二
月
廿
三
日
付
の
譲
状
を
複
数
作
成
し
、
時
忠
以
外
の
子
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
譲
状
を
与
え
て

い
た
事
が
わ
か
る
。
延
慶
二
年
の
段
階
で
上
野
郷
の
所
領
を
時
光
か
ら
譲
ら
れ
て
い
た
の
は
、
時
光
の
子
と
三
郎
の
母
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
現
存
す
る
の
は
時
忠
と
三
郎
へ
の
譲
状
の
みう
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
時
忠
は
時
光
に
先
立
ち
死
去
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た

め
時
光
は
正
中
三
年
（
一
三
二
六
）
二
月
八
日
付
け
で
再
度
所
領
を
譲
り
直
し
て
い
るえ
。
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さ
て
、「
大
石
寺
文
書
」
と
し
て
残
る
南
条
氏
の
文
書
は
、

時
光
が
存
命
中
の
文
書
は
こ
の
よ
う
な
譲
状
が
中
心
な
の
に
対

し
、
時
光
死
後
の
も
の
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
相
論
に
関
す
る
文

書
と
な
っ
て
い
る
。
下
記
の
表
が
南
条
氏
の
相
論
に
関
す
る
文

書
の
一
覧
で
あ
る
。
時
光
自
身
が
当
事
者
と
な
っ
た
も
の
以
外

は
す
べ
て
時
光
の
死
後
、
南
北
朝
期
の
史
料
で
あ
る
。

　
前
稿お
で
は
時
光
の
譲
状
を
中
心
に
姻
戚
関
係
や
南
条
氏
所
領

に
つ
い
て
の
考
察
を
加
え
た
が
、
本
稿
で
は
南
条
氏
の
相
論
に

関
す
る
文
書
を
精
査
し
、
時
光
の
上
野
郷
領
有
形
態
に
つ
い
て

も
考
察
し
た
い
。

１
　
女
性
の
相
論

　
そ
れ
で
は
ま
ず
女
性
同
士
の
相
論
に
関
す
る
史
料
を
見
て
い

き
た
い
。

①
南
条
高
光
の
母
と
由
井
四
郎
入
道
妻
女
の
相
論

　
史
料
一
は
、
上
野
郷
内
の
左
近
入
道
在
家
一
宇
を
巡
っ
て
、

南
条
太
郎
兵
衛
尉
高
光
の
母
と
由
井
四
郎
入
道
の
妻
女
と
が
相

論
し
、
正
中
三
年
（
一
三
二
六
）
二
月
八
日
の
時
光
自
筆
の
譲

状
を
根
拠
と
し
て
高
光
の
母
に
知
行
さ
せ
る
よ
う
に
、
と
い
う

表1「南条氏相論関連史料」
史料名 年月日 訴論人 論所

1
「得宗家公文所奉書」（『鎌』22860）
※『鎌』では「左衛門尉某等連署奉書」

徳治2
（1307）.2.17

新田五郎後家
尼蓮阿

南条時光
上野郷所当米以
下公事

2 「藤原某下知状」（『南』関東編113）
建武1

（1334）.7.21
南条太郎兵衛
尉高光母

由井四郎入
道妻女

上野郷内左近入
道在家一宇

3「心玄請文案」（『南』関東編885）暦応1?.10.9
南条太郎兵衛
尉高光

南条節丸
上野郷内在家田
畠等

4
「家綱・心玄連署奉書案」
（『南』関東編905）

暦応1
（1338）.12.4

南条太郎兵衛
尉高光

南条節丸
上野郷内在家田
畠等

5 「菅原義成請文」（『南』関東編1625）
貞和2

（1346）.6.3
南条太郎兵衛
尉高光

久下次郎入
道仙阿

丹波国小椋庄内
田畠在家山野等

6 「山名時氏請文」（『南』関東編1632）
貞和2

（1346）.7.3
南条太郎兵衛
尉高光

久下次郎入
道仙阿

丹波国小椋庄内
田畠在家山野等

7「沙弥道恵請文」（『南』1637）
貞和2

（1346）7.18

南条左衛門次
郎時忠後家平
氏代時直

南条次郎左
衛門入道大
行女子乙松・
乙一女等

上野郷田在家

8 「南条高光申状案」（『南』関東編1667）
貞和2

（1346）.11
南条太郎兵衛
尉高光

南条左衛門
次郎忠時

丹波国小椋庄内
田畠在家山野等

※『鎌』＝『鎌倉遺文』、『南』＝『南北朝遺文』 筆者作成
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内
容
の
裁
許
（
判
決
）
の
下
知
状
で
あ
る
。
高
光
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳

し
く
述
べ
る
が
、
時
光
の
孫
で
あ
るか
。
高
光
の
母
は
南
条
家
に
嫁
い
で
き

た
女
性
で
、
由
井
四
郎
入
道
の
妻
は
南
条
家
か
ら
嫁
い
だ
女
性
と
考
え
ら

れ
る
。
な
お
、
由
井
四
郎
入
道
の
妻
に
つ
い
て
は
時
光
の
娘
な
の
か
、
孫

な
の
か
が
定
か
で
は
な
い
の
で
上
記
の
南
条
氏
略
系
図
に
は
入
れ
て
い
な

い
。

　【
史
料
一
】「
藤
原
某
下
知
状
」

（
大
石
寺
文
書
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
一
一
三
号
）
※
返
り
点
筆
者

南
条
太
郎
兵
衛
尉
高
光
母
儀
与
由
井
四
郎
入
道
妻
女
相
論
、
駿
河
国

富
土

（
士
）上

方
上
野
郷
内
左
近
入
道
在
家
一
宇
事

右
、
以
二

南
条
二
郎
左
衛
門
入
道
大
行
自
筆
一

、
正
中
三
年
二
月
八
日
、

所
二

譲
与
一

明
競

（
鏡
）上

者
、
所
レ

被
レ

付
二

于
高
光
母
儀
一

也
者
、
依
レ

仰
下

知
如
レ

件
、

　
　
　
　
建
武
元
年
七
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
（
花
押
）

　
こ
の
史
料
の
よ
う
に
「
何
某
与
何
某
相
論
某
地
事
」
と
書
か
れ
て
い
る

場
合
、
先
に
書
か
れ
て
い
る
方
が
訴
人
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
相
論
に
お

け
る
訴
人
は
高
光
の
母
、
論
人
は
由
井
四
郎
入
道
の
妻
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
七
月
は
鎌
倉
幕
府
が
倒
さ
れ
た
翌
年
で
あ
り
、

南条氏略系図
（著者作成）

女
　
　
子

松
野
六
郎
左
衛
門
入
道
女

兵
衛
七
郎

女
　
　
子

時
　
　
光

蓮
阿

女
　
　
子

新
田
重
綱

乙
　
一

乙
　
松

阿
原
口
御
前

女
　
子

時
　
綱

三
　
郎

平
氏

女
　
子

時
　
忠

太
　
郎

高
光
母

女
　
子

日
　
目

頼
　
綱

乙
　
鶴

鬼
　
鶴

節
　
丸

高
　
光

日
　
道
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時
光
の
死
か
ら
わ
ず
か
数
年
後
で
あ
る
。
高
光
母
に
知
行
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
と
な
っ
た
高
光
母
宛
て
の
正
中
三
年
二
月
八
日
の
譲
状
は

現
存
し
な
い
が
、
こ
の
年
の
譲
与
は
時
光
の
嫡
子
・
時
忠
の
死
去
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
の
譲
状
と
同
様
に
、

同
日
付
の
譲
状
が
複
数
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
三
郎
へ
の
譲
状
の
奥
書
を
除
け
ば
、
現
存
す
る
の
は
次
の
案
文
の
み
で
あ
る
。

　【
史
料
二
】「
南
条
大
行
時
光
譲
状
案
」（
大
石
寺
文
書
『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
三
四
八
号
）
※
（

　
）
内
筆
者
、
一
部
訂
正
を
加
え
て
い
る

　〈
前
欠
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

壱
宇

　
と
う

　
　
　

弐
け
ん

　
　
　
　
　
　
　
　

壱
宇

　
以
上
弐
宇

　
　

け
さ
の
ゆ
つ
り
に
、
故
次
郎
か
子

ニ

ゆ

 

り
（
い
カ
）か

へ
し
て
と
り
か
へ
し
て
お
と

 

わ
た
す
所
ま
こ
と
也
、

く
ら
ん
と
の
は
か
り
に
て
、
紳

（
袖
カ
） 

ま
い
ら
せ
て
け（

結
解
）

ん
け
を
と
け
へ
し
、

 

ま（

万

雑

公

事

）

ん
さ
う
く
う
し
、
ま
ん
た
く
あ
る
へ
か
ら
す
、

又
ふ
し
□
ミ

（
か
カ
）し

も
の
御
さ
う
え
い
、
並
ふ
し
か
わ
の
い
ほ
り
河
よ（

除
）け

ら
（
等
）ハ

、
ふ（

分

限

）

ん
け
ん
に
し
た
か
ん
て
す
へ
し
、
又
せ
ん
れ
い
な
き

御
く
う
し
い
て
き
た
ら
ハ
、
大
行
か
あ（

跡
）と

、
ミ
な
〳
〵
よ
り
あ
い
て
、
ふ
ん
け
ん
に
し
た
か
ん
て
す
へ
し
、
よ
ん
て
ゆ
つ
り
候
ぬ
、

兼
又
さ（

左
近
）

こ
の
入
道
の
さ
い
け
に
ハ
の
ち
な
し
、
又
と
う
た
い
□

（
か
き
カ
）

□
り
に
ハ
に
し
の
く

（
垣
根
）ね

そ
い

ニ
、
い
も
十
石
か
へ
の
ち
あ
り
、
ま

め
（
ち
脱
カ
）

に
せ
ハ
ま
め
九
斗
ま
き
也
、
の
ち
の
た
□

（
め
カ
）に

ゆ
つ
り
状
如
件
、

　
　
　
　
正
中
三
年
二
月
八
日

　
　
　
沙
弥
大
行
在
判

　
前
欠
の
上
に
判
読
不
可
能
な
箇
所
も
多
い
が
、
か
ろ
う
じ
て
「
お
と
」
が
つ
く
人
物
に
宛
て
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。「
お
と
」

の
つ
く
人
物
に
は
時
光
の
娘
の
乙
松
・
乙
一
、
孫
の
乙
鶴
と
い
っ
た
女
性
た
ち
が
確
認
で
き
る
が
、
残
念
な
が
ら
特
定
は
で
き
な
い
。

　「
故
次
郎
か
子

ニ

」
や
「
と
り
か
へ
し
て
」
と
の
言
葉
か
ら
、
時
光
は
時
忠
の
子
か
ら
、
上
野
郷
の
在
家
二
宇
を
悔
返
し
て
譲
っ
た
と
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み
ら
れ
る
。「
悔
返
」
と
は
譲
与
し
た
所
領
な
ど
を
一
方
的
に
取
り
返
す
こ
と
で
あ
るき
。
ま
た
万
雑
公
事
（
雑
税
、
労
役
な
ど
）
は
全
く
課

せ
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
女
子
に
対
す
る
譲
与
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
ふ
じ
か
ミ
し
も
（
富
士
上
下
）」（
富
士
の
上
方
と

下
方
、
も
し
く
は
上
野
郷
の
上
条
と
下
条
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
の
御
造
営
や
富
士
川
の
井
掘
（
井
戸
を
掘
る
こ
と
）
と
河
除
（
堤
防
な
ど

の
水
害
防
止
の
た
め
の
施
設
を
造
る
こ
と
）
に
関
す
る
費
用
、
そ
し
て
先
例
の
な
い
御
公
事
が
発
生
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
子
孫
が
寄
り

合
っ
て
各
々
分
限
に
従
っ
て
支
払
う
よ
う
に
と
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
譲
状
の
中
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
兼
又
さ
こ
の
入
道
の
さ
い
け
に
ハ
の
ち
な
し
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
左
近
入
道
の
在
家
と

は
ま
さ
に
史
料
一
に
お
い
て
論
所
（
係
争
地
）
と
な
っ
て
い
る
在
家
で
あ
る
。
左
近
入
道
と
い
う
人
物
は
、
時
光
の
家
人
・
弥
三
郎
重
光

の
こ
と
でく
、
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
に
出
家
し
て
左
近
入
道
と
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
るけ
。
そ
し
て
、「
の
ち
（
後
）
な
し
」
と
い

う
言
葉
は
、
こ
の
譲
状
を
与
え
た
人
物
に
は
左
近
入
道
の
在
家
に
譲
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
ぜ
こ
の
譲
状
に
は
左
近
入
道
の
在
家
に
後
が
な
い
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
記
す
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
譲
状
の
最
後
に
記

さ
れ
た
、
当
代
限
り
に
お
い
て
は
西
の
垣
根
沿
い
に
芋
十
石
の
替
地
が
あ
る
、
と
い
う
記
述
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
西
の
垣
根
沿
い
の

替
地
は
左
近
入
道
の
在
家
に
属
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
譲
状
を
与
え
ら
れ
た
の
が
女
性
で
、
史
料
一
で
高
光
の
母
が
訴
え
て
い
る
由
井
四
郎
入
道
の
妻
が
南
条
氏
出
身
の
女
性
で
あ
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
由
井
四
郎
入
道
の
妻
こ
そ
こ
の
譲
状
を
与
え
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　
し
か
し
、
史
料
一
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
点
も
残
る
。
ま
ず
、
建
武
元
年
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
建
武
政
権
下
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
高
光
の
母
の
訴
状
が
雑
訴
決
断
所
（
建
武
政
府
の
訴
訟
機
関
）
に
よ
っ
て
受
理
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
判
決
は
牒
や
下
文
で

出
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、
史
料
一
は
「
下
知
状
」
で
あ
る
。
高
光
の
母
が
ど
こ
に
訴
え
、
誰
の
命
令
に
よ
っ
て
下
知
状
が
作
成
さ
れ
た
の
か

判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
正
中
三
年
二
月
八
日
に
時
光
が
譲
状
を
作
成
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
史
料
一
は
検
討
が
必
要
な
史
料
と
い
え
よ
う
。
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②
南
条
時
忠
後
家
と
時
光
の
娘
乙
松
・
乙
一
と
の
相
論

　
史
料
三
は
時
光
の
嫡
子
・
時
忠
後
家
平
氏
の
代
理
人
時
直
と
時
光
の
娘
乙
松
・
乙
一
等
と
の
間
で
起
き
た
、
上
野
郷
内
田
在
家
を
巡
っ

て
の
相
論
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。

　【
史
料
三
】「
沙
弥
道
恵
請
文
」（
大
石
寺
文
書
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
一
六
三
七
号
）
※
返
り
点
筆
者

　
南
条
左
衛
門
次
郎
時
忠
後
家
平
氏
代
時
直
申
、
駿
河
国
富
士
上
方
上
野
郷
田
在
家
事
、
任
二

去
五
月
四
日
御
施
行
之
旨
一

、
可
レ

令

二

参
洛
一

由
、
相
二

触
南
条
次
郎
左
衛
門
入
道
大
行
女
子
乙
松
・
乙
一
女
等
一

候
之
処
、
請
文
如
レ

此
候
、
謹
進
二

覧
之
一

、
以
二

此
旨
一

可
レ

有
二

御
披
露
一

候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
貞
和
二
年
七
月
十
八
日

　
沙
弥
道
恵請

文
（
裏
花
押
）

　
訴
人
は
時
忠
後
家
平
氏
代
時
直
で
、
論
人
は
時
光
の
娘
乙
松
・
乙
一
等
で
あ
り
、
女
子
に
譲
与
さ
れ
た
所
領
に
お
け
る
相
論
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。「
等
」
と
あ
る
か
ら
、
論
人
と
な
っ
た
時
光
女
子
は
乙
松
と
乙
一
の
他
に
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
史
料
三
に
よ
っ
て
、
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
五
月
四
日
の
施
行
状
（
上
名
下
達
の
命
令
文
書
で
、
こ
の
場
合
駿
河
国
の
守
護
今
川
範
国
の
も
の
）

が
道
恵
に
伝
え
ら
れ
、
道
恵
は
そ
の
命
に
従
っ
て
論
人
の
乙
松
・
乙
一
等
に
参
洛
す
る
よ
う
に
と
伝
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
三
は
道

恵
が
論
人
の
請
文
を
取
り
次
ぐ
た
め
に
書
い
た
文
書
で
あ
る
。
な
お
道
恵
は
今
川
範
国
の
守
護
使
で
あ
っ
た
斉
藤
雅
楽
四
郎
入
道
（
斉
藤

四
郎
入
道
）
道
恵
と
い
う
人
物
で
あ
るこ
。

　「
可
レ

令
二

参
洛
一

由
」
と
の
一
文
は
、
当
事
者
同
士
に
対
決
（
現
在
の
口
頭
弁
論
に
あ
た
る
）
さ
せ
る
た
め
、
論
人
を
召
決
す
る
召
文
が
出

さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
守
護
今
川
範
国
の
施
行
状
が
五
月
四
日
に
出
さ
れ
て
、
乙
松
・
乙
一
等
の
請
文
を
取
り
次
い
だ
の
が
七
月
十
八
日

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
や
り
取
り
だ
け
で
も
二
ヶ
月
以
上
が
経
過
し
て
い
る
。

　
時
直
は
時
忠
後
家
の
血
縁
関
係
に
あ
る
者
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
史
料
だ
け
で
は
時
忠
後
家
の
子
な
の
か
、
も
し
く
は
兄
弟
な
の
か

特
定
は
で
き
な
い
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
時
光
の
娘
た
ち
を
訴
え
る
に
至
っ
た
の
か
、
ま
た
相
論
の
結
果
に
つ
い
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
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が
、
①
の
相
論
と
は
異
な
り
、
室
町
幕
府
に
お
い
て
裁
判
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
①
と
②
二
つ
の
相
論
に
関
す
る
史
料
に
は
、
高
光
母
と
由
井
四
郎
入
道
妻
女
、
時
忠
後
家
、
時
光
娘
乙
松
・
乙
一

と
い
う
五
人
の
女
性
が
登
場
す
る
。
い
ず
れ
も
こ
の
相
論
の
史
料
に
よ
っ
て
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
人
物
た
ち
で
あ
る
。
前
掲
の
南
条

氏
略
系
図
で
確
認
す
る
と
、
高
光
母
と
時
忠
後
家
に
関
し
て
は
、
出
自
は
不
明
な
が
ら
南
条
家
に
嫁
い
で
き
た
女
性
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
時
光
の
娘
の
乙
松
・
乙
一
と
由
井
四
郎
入
道
の
妻
は
南
条
氏
の
女
性
で
あ
り
、
二
つ
の
相
論
は
ど
ち
ら
も
南
条
氏
の
女
性
が

訴
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
鎌
倉
時
代
後
期
に
な
る
と
所
領
の
細
分
化
を
防
ぐ
た
め
に
、
女
性
は
一
期
分
の
み
の
譲
り
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
し
か
し
、
現

存
す
る
南
条
氏
の
史
料
に
は
女
子
一
期
分
の
譲
り
は
見
ら
れ
な
いさ
。
し
か
も
、
史
料
一
、
史
料
三
に
よ
っ
て
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ
女
性
に

も
譲
与
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
出
て
き
た
。
上
野
郷
へ
の
移
住
は
時
光
の
父
兵
衛
七
郎
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
時
光
の
世
代
ま
で
は
上
野
郷

の
知
行
者
は
多
く
て
も
時
光
と
そ
の
兄
弟
姉
妹
ま
で
で
あ
る
。
実
際
は
時
光
の
男
兄
弟
は
早
逝
し
て
い
る
の
で
、
時
光
と
姉
妹
の
み
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
時
光
の
子
や
孫
の
世
代
に
な
る
と
、
所
領
は
か
な
り
細
分
化
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
時
光
の
死
後
に

起
こ
っ
た
南
条
氏
の
相
論
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
所
領
の
細
分
化
も
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
史
料
一
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
残
る
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
南
条
氏
の
女
子
所
領
を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
史
料
と
い
え
よ
う
。

２
　
南
条
高
光
の
相
論

　
次
に
時
光
の
孫
で
あ
る
南
条
太
郎
兵
衛
尉
高
光
が
当
事
者
と
な
っ
た
相
論
を
見
て
い
き
た
い
。
高
光
の
相
論
に
関
す
る
文
書
は
五
通
と
、

南
条
氏
の
相
論
関
連
史
料
の
半
数
以
上
を
占
め
る
。

①
南
条
高
光
と
南
条
節
丸
の
相
論

　
ま
ず
一
つ
目
は
、
時
光
の
孫
同
士
の
相
論
で
、
相
論
の
手
続
き
の
た
め
の
史
料
の
案
文
が
残
っ
て
い
る
。
史
料
四
は
年
号
が
書
か
れ
て
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い
な
い
が
、
史
料
五
と
同
様
に
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　【
史
料
四
】「
心
玄
請
文
案
」（
大
石
寺
文
書
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
八
八
五
号
）
※
返
り
点
筆
者

南
条
節
丸
申
富
士
上
方
上
野
郷
内
在
家
田
畠
等
事
、
就
二

訴
人
高
光
申
状
一
、
両
度
相
触
之
処
、
去
月
十
九
日
、
節
丸
請
文
如
レ

此
候
、

而
於
二

当
御
奉
行
之
手
一

、
以
二

違
背
之
篇
一

、
被
レ

逢
二

御
沙
汰
一

、
可
レ

被
レ

付
二

知
行
於
彼
高
光
一

之
由
、
節
丸
嘆
申
候
、
不
レ

被
レ

究
二

御
沙
汰
一

、
未
尽
二

御
成
敗
一

候
者
、
定
後
訴
難
二

断
絶
一

候
哉
、
得
二

御
意
一

可
レ

有
二

御
披
露
一

候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
十

（
暦
応
元
年
カ
）

月
九
日

　
　
　
沙
弥
心
玄
在
判

　
　
進
上

　
伊
達
蔵
人
五
郎
殿

　
相
論
は
上
野
郷
内
在
家
田
畠
等
に
つ
い
て
、
南
条
節
丸
を
高
光
が
訴
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。
節
丸
は
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
に
「
う

へ
の
ゝ
か
う
の
う
ち
あ
ら
い
の
け
け
う
た
い
ふ
か
さ
い
け
い
ち
う
」
を
時
光
の
五
男
時
綱
か
ら
譲
ら
れ
た
節
房
丸し
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。

節
丸
が
時
光
の
孫
で
あ
る
根
拠
は
、
時
綱
が
同
譲
状
に
「
お
い
せ
ち
は
う
丸
（
甥
節
房
丸
）」
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
た
だ
し
未
だ

幼
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
称
が
わ
か
ら
ず
父
親
は
特
定
で
き
な
い
。

　
高
光
の
訴
え
を
受
理
し
た
室
町
幕
府
は
奉
行
人
を
定
め
、
駿
河
国
守
護
（
今
川
範
国
）
を
通
じ
、
節
丸
へ
申
状
（
訴
状
）
を
送
付
す
る
と

と
も
に
、
弁
明
も
し
く
は
出
頭
を
命
じ
るす
。
史
料
四
に
よ
れ
ば
、
守
護
の
命
を
受
け
た
心
玄
が
、
両
度
（
二
度
）
節
丸
に
対
し
て
弁
明
を

求
め
た
（
二
度
目
は
催
促
）
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
節
丸
か
ら
の
返
答
は
な
か
な
か
来
な
か
っ
た
よ
う
で
、
去
月
、
つ
ま
り
九
月
十
九

日
に
な
っ
て
や
っ
と
節
丸
の
請
文
が
到
着
し
た
ら
し
い
。
し
か
し
、「
以
二

違
背
之
篇
一

、
被
レ

逢
二

御
沙
汰
一

」
と
あ
る
通
り
、
節
丸
が
陳

状
（
請
文
）
を
出
さ
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
、
高
光
に
知
行
さ
せ
る
と
の
判
決
が
出
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
判
決
に
対
し
て
節
丸

が
異
議
申
し
立
て
を
し
た
の
で
あ
る
。
史
料
四
は
心
玄
が
節
丸
の
訴
え
を
伊
達
蔵
人
五
郎
に
報
告
す
る
た
め
の
請
文
で
あ
る
。

　
伊
達
蔵
人
五
郎
は
守
護
・
今
川
範
国
に
、
範
国
は
幕
府
に
報
告
し
た
と
み
ら
れ
、
史
料
五
は
幕
府
で
受
理
さ
れ
た
節
丸
の
申
状
を
高
光

に
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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　【
史
料
五
】「
家
綱
・
心
玄
連
署
奉
書
案
」（
大
石
寺
文
書
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
九
〇
五
号
）
※
（

　
）
内
及
び
返
り
点
筆
者

　「
書

（
端
裏
書
）

下
案
文 

十
二
月
四
日

」

南
条
節
丸
申
田
畠
在
家
等
事
、
申
状
如
レ

此
、
為
二

浅
羽
三
郎
入
道
奉
行
一
、
被
レ

経
二

再
往
御
沙
汰
一

云
々
、
所
詮
被
レ

調
二

証
文
並

先
々
訴
陳
等
一

、
来
十
五
日
以
前
、
可
レ

被
レ

遂
二

沙
□（

汰
）之

節
一

之
由
候
也
、
仍
執
達
如
レ

件
、

　
　
　
　
暦
応
元
年
十
二
月
四
日

　
　
　
心
玄
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
綱
在
判

　
　
　
南
条
太（

高
光
）

郎
兵
衛
尉
殿

　
こ
の
文
書
で
は
高
光
に
弁
明
や
出
頭
は
求
め
て
お
ら
ず
、
浅
羽
三
郎
入
道
を
奉
行
と
し
て
再
度
判
決
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
証
文

や
今
ま
で
の
訴
陳
状
を
調
え
、
来
る
十
五
日
ま
で
に
判
決
の
時
を
遂
げ
る
と
伝
え
て
い
る
。
新
た
に
訴
陳
状
の
や
り
取
り
を
す
る
の
で
は

な
く
、
今
ま
で
の
相
論
の
中
で
提
出
さ
れ
た
訴
状
・
陳
状
に
よ
っ
て
審
議
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
判
決
に
つ
い
て
は
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
が
、
節
丸
が
請
文
を
中
々
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
、
史
料
五
に
見
ら
れ
る
幕
府
側
の
対
応
を

見
る
と
、
高
光
が
勝
訴
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
南
条
高
光
と
久
下
仙
阿
の
相
論

　
次
に
挙
げ
る
二
つ
の
史
料
は
い
ず
れ
も
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
の
も
の
で
、
史
料
六
は
高
光
が
丹
波
国
小
椋
庄
（
現
兵
庫
県
氷
上
郡
柏

原
町
南
東
部
）
内
田
畠
在
家
並
山
林
等
を
久
下
次
郎
入
道
仙
阿
が
押
領
し
た
と
し
て
訴
え
た
こ
と
に
対
し
て
、
仙
阿
の
代
理
人
で
あ
る
菅

原
義
成
が
提
出
し
た
請
文
で
あ
る
。
時
忠
後
家
と
時
光
の
娘
乙
松
・
乙
一
等
と
の
相
論
の
史
料
（
史
料
三
）
と
同
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

　
論
所
は
時
光
が
母
・
松
野
六
郎
左
衛
門
入
道
の
娘
か
ら
譲
り
得
た
小
椋
庄
守
利
名
の
在
家
・
田
畠
・
栗
林
等
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
も

と
は
松
野
氏
の
所
領
の
一
部
だ
が
、
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
七
月
廿
五
日
に
時
光
か
ら
時
忠
に
譲
状
が
書
か
れ
て
お
りせ
、
時
忠
の
死
後

は
別
の
子
息
に
譲
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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史
料
六
に
よ
る
と
、
貞
和
二
年
四
月
廿
三
日
に
丹
波
国
の
守
護
・
山
名
時
氏
の
御
書
下
が
出
さ
れ
、
五
月
廿
二
日
に
催
促
状
が
出
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
六
は
論
人
で
あ
る
仙
阿
側
の
人
物
の
請
文
で
あ
る
た
め
、
高
光
が
偽
り
の
訴
え
を
し
て
い
る
と
の
意
を
込

め
て
「
掠
申
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
義
成
の
主
張
に
よ
れ
ば
丹
波
国
小
椋
庄
の
地
頭
職
は
闕
所
注
文
に
任
せ
て
、
仙
阿
が
建

武
五
年
（
一
三
三
八
）
に
勲
功
の
賞
と
し
て
得
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
正
員
（
本
人
）
た
る
仙
阿
は
奉
公
の
た
め
現
在
鎌
倉
に
い

る
の
で
、
陳
状
提
出
の
期
限
を
猶
予
し
て
ほ
し
い
と
奉
行
所
に
申
し
出
て
い
る
。

　【
史
料
六
】「
菅
原
義
成
請
文
」（
大
石
寺
文
書
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
一
六
二
五
号
）
※
（

　
）
内
及
び
返
り
点
筆
者

南
条
太
郎
兵
衛
尉
高
光
掠
申
、
丹
波
国
小
椋
庄
内
田
畠
在
家
並
山
林
等
押
領
事
、
去
四
月
廿
三
日
守（

山
名
時
氏
）

護
御
方
御
書
下
・
同
五
月
廿
二

日
御
催
促
状
、
謹
拝
見
仕
候
畢
、
抑
当
庄
地
頭
職
者
、
任
二

闕
所
注
文
一

、
去
建
武
五
年
、
仙
阿
為
二

勲
功
之
賞
一

令
二

拝
領
一

候
也
、

仍
正
員
仙
阿
為
二

奉
公
一

在
二

鎌
倉
一

之
上
者
、
以
二

飛
脚
一

令
レ

申
二

関
東
一

、
可
レ

進
二

上
巨
細
陳
状
一

候
、
上
下
向
日
限
可
レ

蒙
二

卅

日
御
免
一

候
、
以
二

此
旨
一

可
レ

有
二

御
披
露
一

候
、
恐
惶
謹
言
、　

　
　
　
　
貞
和
二
年
六
月
三
日

　
所
務
代
菅
原
義
成
（
裏
花
押
）

　
　
進
上

　
御
奉
行
所

　
史
料
七
は
守
護
代
国
範
の
手
を
経
て
山
名
時
氏
の
も
と
に
届
い
た
義
成
の
請
文
（
史
料
六
）
を
、
さ
ら
に
室
町
幕
府
に
送
る
た
め
の
文

書
で
あ
る
。「
被
二

封
下
一

申
状
」
と
あ
る
の
は
、
室
町
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
訴
状
に
、
奉
行
人
が
裏
に
判
を
す
る
「
訴
状
を
封
じ
下
す
」

と
い
う
手
続
き
で
、
裏
に
奉
行
人
の
花
押
が
書
か
れ
た
訴
状
の
こ
と
で
あ
る
。

　【
史
料
七
】「
山
名
時
氏
請
文
」（
大
石
寺
文
書
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
一
六
三
二
号
）
※
返
り
点
筆
者

南
条
太
郎
兵
衛
尉
高
光
申
、
久
下
次
郎
入
道
仙
阿
丹
波
国
小
椋
庄
田
畠
・
在
家
・
山
野
等
押
領
之
由
事
、
任
下

被
二

封
下
一

申
状
之
旨

上

、
可
二

明
申
一

之
旨
、
令
二

催
促
一

候
之
処
、
守
護
代
国
範
・
並
仙
阿
代
義
成
請
文
如
レ

此
候
、
謹
進
二

覧
之
一
、
以
二

此
旨
一

可
レ

有
二

御
披
露
一

候
、
恐
惶
謹
言
、
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貞
和
二
年
七
月
三
日

　
　
前
伊
豆
守
時 請

 文

 

氏
（
花
押
）

　
小
椋
庄
に
お
け
る
仙
阿
と
の
相
論
は
南
条
氏
一
族
内
で
の
相
論
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。
そ
れ
が
次
の
③
の
相
論
で
あ
る
。
②
と
③
に

つ
い
て
は
ま
と
め
て
考
察
す
る
。

③
南
条
高
光
と
忠
時
、
忠
時
と
仙
阿
の
相
論

　
史
料
八
は
高
光
の
申
状
（
訴
状
）
案
で
あ
る
。
史
料
六
、七
と
同
じ
く
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
の
も
の
で
、
丹
波
国
小
椋
庄
内
田
畠
在

家
並
山
林
等
に
つ
い
て
、
高
光
が
南
条
左
衛
門
次
郎
忠
時
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。

　【
史
料
八
】「
南
条
高
光
申
状
案
」（『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
一
六
六
七
号
）
※
（

　
）
内
及
び
返
り
点
筆
者

　
　
□
条
太
郎
兵
衛
尉
高
光
謹
言
上

欲
下

早

南
条
左
衛
門
次
郎
忠
時
、
高
光
所
レ

得
御
下
文
等
令
二

抑
留
一

、
対
二

久
下
次
郎
入
道
仙
阿
一

、
於
二

当
御
奉
行
所
一

、
致
二

奸
訴
一

上
者
、
任
二

傍
例
一

、
就
二

先
日
訴
訟
一

被
レ

寄
二

諏
方
大
進
房
円
忠
奉
行
一
所
一
、
被
レ

経
二

□
（
御
）沙

汰
一

蒙
中

御
成
敗
上

丹
波
国

小
椋
庄
内
田
畠
・
在
家
・
山
野
等
事
、

右
、
於
二

田
畠
・
在
家
・
山
野
等
一

者
、
高
光
重
代
相
伝
当
知
行
無
二

相
違
一

之
処
、
久
下
次
郎
入
道
仙
阿
致
二

非
分
押
領
一

之
間
、
去

康
永
元
年
以
来
、
為
二

布
施
弾
正
忠
資
連
奉
行
一

訴
申
之
処
、
同
庄
一
分
領
主
苧
河
次
郎
蔵
人
実不

知名

与
二

件
仙
阿
一

、
於
二

武
州
□

（
御
手
カ
）

□
一
、

諏
方
大
進
房
円
忠
奉
行
一

、
致
二

相
論
一

之
間
、
依
レ

為
二

一
庄
一
具
訴
訟
一
、
被
レ

渡
二

円
忠
奉
行
一
所
一

者
也
、
而
忠
時
者
、
高
光
所

レ

得
御
下
文
等
、
依
レ

令
二

抑
留
一

、
無
レ

故
致
二

□
（
姧
）訴

一

之
上
者
、
所
詮
被
レ

渡
二

円
忠
奉
行
一
所
一

、
被
レ

経
二

御
沙
汰
一

、
任
二

相
伝

之
道
理
一

、
□

（
蒙
）二

御
成
敗
一

、
為
レ

全
二

知
行
一

、
恐

（
々
言
カ
）

　

上
如
レ

件
、

　
　
　
　
貞
和
弐
□

（
年
）十

一
月

　
日

　
論
人
の
忠
時
に
つ
い
て
は
、
時
光
の
嫡
子
で
あ
っ
た
時
忠
と
「
左
衛
門
次
郎
」
と
い
う
通
称
が
同
じ
な
た
め
「
時
忠
」
の
書
き
間
違
い

と
さ
れ
、「
忠
時
」
と
い
う
人
物
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
忠
時
は
高
光
が
得
る
は
ず
の
下
文
等
を
「
現
在
」
抑
留
し
て
、
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高
光
が
す
で
に
訴
え
て
い
る
久
下
次
郎
入
道
仙
阿
に
対
し
て
訴
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
正

中
三
年
（
一
三
二
六
）
二
月
ま
で
に
死
去
し
て
い
る
時
光
次
男
の
時
忠
で
は
な
い
。

　
相
論
の
内
容
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
高
光
が
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）
以
来
、
丹
波
国

小
椋
庄
内
田
畠
在
家
山
野
等
を
久
下
仙
阿
に
押
領
さ
れ
た
と
し
、
布
施
弾
正
忠
資
を
連
奉

行
と
し
て
仙
阿
に
対
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
②
の
高
光
と

仙
阿
の
相
論
は
康
永
元
年
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
丹
波
国
の
守
護
は
康
永
二

年
（
一
三
四
三
）
十
二
月
に
仁
木
頼
章
か
ら
山
名
時
氏
に
な
っ
て
い
るそ
。

　
そ
し
て
、
こ
の
相
論
の
最
中
に
小
椋
庄
の
一
分
領
主
で
あ
る
芋
河
次
郎
蔵
人
と
仙
阿
の

間
で
も
相
論
が
起
こ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
相
論
の
奉
行
人
と
な
っ
た
の
が
諏
訪
大
進
房
円

忠
で
あ
り
、
同
じ
小
椋
庄
の
相
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
高
光
と
仙
阿
の
相
論
も
当
初

の
奉
行
人
布
施
忠
資
か
ら
諏
訪
円
忠
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
諏
訪
円

忠
は
室
町
幕
府
の
奉
行
人
と
し
て
他
の
史
料
に
も
見
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
こ
に
来
て
高
光
が
得
る
と
こ
ろ
の
御
下
文
等
を
抑
留
し
、
南
条
左
衛
門
次
郎
忠
時
が
仙

阿
を
訴
え
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
高
光
は
忠
時
の
非
法
を
訴
え
、
こ
の
件
も
円
忠
の
手
に

任
せ
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
小
椋
庄
に
お
け
る
相
論
に
関
し
て
は
、
史
料
に
登
場
す
る
人
物
が
多
く
、
相
論
も
数
年

に
渡
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
相
論
の
経
緯
を
表
に
ま
と
め
た
（
表
２
）。
た
だ
し
芋
河
次
郎
蔵
人
と
仙
阿
の
相
論
の
時
期
、
奉
行
人

が
布
施
忠
資
か
ら
諏
訪
円
忠
に
交
代
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
な
た
め
表
に
は
入
れ
て
い
な
い
。

　
忠
時
が
抑
留
し
た
と
い
う
「
御
下
文
等
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
高
光
が
こ
の
所
領
を
譲
り
受
け
る
際
に
受
け
継

表2「丹波国小椋庄における相論の経過」
年月日 事　　項

建武5（1338） 仙阿、丹波国小椋庄の地頭職に補任される。
康永1（1342） 高光、仙阿を訴える。
康永2（1343）.12 丹波国の守護が仁木頼章から山名時氏に。
貞和2（1346）.4.23 仙阿に高光の訴状が伝えられる。

.5.22 仙阿に催促状が出される。

.6.3 仙阿代義成が陳状の提出期限の猶予を求める。

.7.3 義成の請文を室町幕府に取り次ぐ。
? 忠時、仙阿を訴える。
.11 高光、忠時を訴える。

筆者作成
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い
だ
代
々
の
文
書
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
先
述
の
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
七
月
廿
五
日
付
譲
状た
に
見
ら
れ
る
「
文
永
八
年

の
御
下
文
」・「
永
仁
三
年
の
故
尼
上
（
時
光
母
）
の
譲
状
」、「
徳
治
年
中
の
御
下
文
」
等
を
含
む
文
書
で
あ
る
。

　
時
忠
の
死
に
よ
っ
て
改
め
て
譲
り
直
さ
れ
た
丹
波
国
小
椋
庄
に
お
け
る
南
条
氏
の
所
領
は
、
お
そ
ら
く
高
光
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

３
　
南
条
時
光
の
相
論

　
こ
こ
ま
で
時
光
の
死
後
に
起
き
た
、
南
北
朝
期
の
南
条
氏
の
相
論
に
関
す
る
史
料
を
見
て
き
た
が
、
最
後
に
時
光
が
当
事
者
と
な
っ
た

相
論
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
史
料
九
は
鎌
倉
時
代
末
期
の
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
に
得
宗
家
公
文
所
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
るち
。

　【
史
料
九
】「
得
宗
家
公
文
所
奉
書
」（
大
石
寺
文
書
『
鎌
倉
遺
文
』、
二
二
八
六
〇
号
）
※
返
り
点
筆
者

富
士
上
方
上
野
郷
一

分
給
主
新

（
重
綱
）田

五
郎
後
家
尼
蓮
阿
申
所
当
米
以
下
公
事
事
、
訴
状
如
レ

此
、
子
細
見
レ

状
、
早
可
レ

被
二

弁
申
一

之
由

候
也
、
仍
執
達
如
レ

件
、

　
　
　
　
徳
治
二
年
二
月
十
七
日

　
　
　
僧

　
　
　
　（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
尉
（
花
押
）

　
　
　
　
南
条
七（

時

光

）

郎
二
郎
殿

　
訴
人
の
新
田
五
郎
（
重
綱
）
後
家
尼
蓮
阿
は
、
時
光
の
腹
違
い
の
姉
で
あ
り
日
目
の
母
で
あ
るつ
。
蓮
阿
の
所
当
米
（
年
貢
米
）
以
下
の
公

事
（
年
貢
以
外
の
雑
役
・
夫
役
等
）
に
つ
い
て
の
訴
状
を
時
光
に
伝
え
、
速
や
か
に
弁
明
す
る
よ
う
に
、
と
の
問
状
（
訴
状
を
受
け
て
論
人
に

弁
明
を
求
め
る
文
書
）
の
得
宗
家
公
文
所
奉
書
で
あ
る
。
な
お
、
署
名
の
「
僧
」
と
「
左
衛
門
尉
」
と
い
う
の
は
得
宗
被
官
で
、「
僧
」
に

関
し
て
は
諏
訪
宗
経
に
比
定
さ
れ
て
い
るて
。
得
宗
領
に
お
け
る
相
論
は
得
宗
家
公
文
所
に
よ
っ
て
審
議
さ
れ
ると
。
得
宗
家
公
文
所
と
は
、

得
宗
家
（
こ
の
当
時
の
得
宗
は
北
条
貞
時
）
の
家
政
機
関
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
史
料
九
は
上
野
郷
が
得
宗
領
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
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あ
る
。
以
下
得
宗
家
公
文
所
に
つ
い
て
は
単
に
「
公
文
所
」
と
表
記
す
る
。

　
史
料
九
で
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
蓮
阿
が
上
野
郷
の
「
一
分
給
主
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
野
郷
が
得
宗
領
で
あ
る
点

を
踏
ま
え
、
こ
の
「
一
分
給
主
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）、
北
条
時
宗
の
時
代
に
定
め
ら
れ
た
得
宗
家
の
法

令
に
、「
給
主
」
や
「
寄
子
」
が
年
貢
や
公
事
を
対
捍
し
た
場
合
の
処
罰
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
が
あ
る
（
史
料
十
）。

　【
史
料
十
】
恒
例
臨
時
公
事
間
事
（
追
加
法
四
九
〇な
）

　
　
　
　
御
判
有
レ

之

一
　
恒

御

　内

例
臨
時
公
事
間
事
、
或
就
二

政
所
一

、
或
定
二

頭
人
一

、
被
二

仰
下
一

之
所
、
給
主

並

寄
子
等
、
称
レ

令
二

対
捍
一
、
不
レ

遣
二

其
道

一

之
条
無
レ

謂
、
然
者
頭
人

並

政
所
先
致
二

沙
汰
一

、
可
レ

注
二

申
子
細
一

、
寄
子

並

給
主
等
、
背
二

彼
催
促
一
、
致
二

自
由
対
捍
一

者
、

随
二

公
事
之
体
一

、
可
レ

被
レ

付
二

寄
子
所
帯
於
頭
人
一

、
次
政
所
経
二

公
用
一

事
、
於
二

別
納
之
地
一

者
、
可
レ

被
レ

落
二

例
郷
一

、
至
二

例
郷
一

者
、
可
レ

付
二

政
所
一

、
但
以
二

不
実
一

於
二

注
申
一

者
、
政
所
頭
人
可
レ

有
二

其
咎
一

之
状
如
レ

件
、

　
　
　
　
　
弘
安
六
年
四
月

　
　
日

　
史
料
十
か
ら
、「
給
主
」・「
寄
子
」
は
そ
れ
ぞ
れ
年
貢
や
公
事
を
納
め
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
史
料
十
に
見
ら

れ
る
「
政
所
」
と
は
、
全
国
に
広
が
る
膨
大
な
得
宗
領
（
多
く
は
地
頭
職
）
に
設
置
さ
れ
、
公
文
所
の
管
理
の
も
と
年
貢
・
公
事
の
徴
収

な
ど
の
得
宗
領
経
営
に
あ
た
っ
た
機
関
で
あ
る
。
公
文
所
や
政
所
の
運
営
に
あ
た
る
の
も
得
宗
被
官
で
あ
る
。
そ
し
て
「
給
主
」
は
政
所

の
統
制
の
も
と
、
所
領
を
知
行
し
、
年
貢
・
公
事
納
入
の
義
務
を
負
っ
た
。
一
方
「
寄
子
」
は
得
宗
家
の
仏
事
供
養
に
伴
う
費
用
を
徴
収

す
る
必
要
が
生
じ
た
際
に
定
め
ら
れ
る
制
度
だ
っ
た
よ
う
で
あ
るに
。

　
史
料
十
に
よ
っ
て
①
給
主
が
直
接
公
文
所
に
年
貢
・
公
事
を
納
入
す
る
「
別
納
」、
②
政
所
の
下
で
給
主
が
年
貢
・
公
事
を
納
入
す
る
「
例

郷
」、
③
政
所
が
直
接
年
貢
や
公
事
を
徴
収
す
る
所
領
、
と
い
う
三
種
類
の
年
貢
・
公
事
徴
収
方
法
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
年
貢
等

を
対
捍
し
た
場
合
の
処
置
に
つ
い
て
「
於
二

別
納
之
地
一

者
、
可
レ

被
レ

落
二

例
郷
一
、
至
二

例
郷
一

者
、
可
レ

付
二

政
所
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
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年
貢
等
を
対
捍
し
た
場
合
、
別
納
は
例
郷
に
、
例
郷
は
政
所
直
轄
に
な
る
。

　
さ
て
、
上
野
郷
は
②
の
「
例
郷
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
富
士
上
方
の
政
所
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
が
、
富
士
下
方
（
現

静
岡
県
富
士
市
）
に
つ
い
て
は
「
富
士
下
方
政
所
代
兵
衛
六
郎
殿ぬ
」、「
下
方
の
政
所
代ね
」
な
ど
の
記
述
が
史
料
に
見
ら
れ
、
政
所
が
設
置

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
上
方
に
も
政
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　
以
前
に
も
時
光
に
関
す
る
史
料
に
時
光
が
地
頭
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
がの
、
時
光
の
上
野
郷
の

領
有
形
態
は
地
頭
で
は
な
く
、「
給
主
」
な
の
で
あ
る
。
南
条
氏
の
中
で
は
駿
河
国
富
士
上
方
成
出
郷
（
現
在
の
小
泉
地
区
内
若
宮
を
含
む
一

帯
と
さ
れ
る
）
の
南
条
平
七
郎
も
成
出
郷
の
給
主
で
あ
っ
たは
。
も
し
兵
衛
七
郎
が
上
野
郷
の
地
頭
で
あ
り
、
兵
衛
七
郎
の
嫡
子
で
あ
る
時

光
が
上
野
郷
の
地
頭
職
を
受
け
継
い
だ
と
す
れ
ば
、
時
光
も
嫡
子
時
忠
へ
の
譲
状
で
地
頭
職
を
譲
る
旨
を
記
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
時
忠
へ
の
延
慶
二
年
の
譲
状
に
「
地
頭
職
」
を
譲
る
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
得
宗
領
に
お
け
る
「
給
主
」
と
は
年
貢
納
入
の
義
務
を
負
い
、
実
際
に
得
宗
領
在
地
を
知
行
す
る
者
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
し
か

し
上
野
郷
の
給
主
を
「
地
頭
代
」
と
捉
え
て
よ
い
の
か
ど
う
か
は
検
討
を
要
す
る
。
地
頭
代
を
子
孫
に
譲
る
際
に
は
、
や
は
り
譲
状
に
「
地

頭
代
」
を
譲
る
旨
を
書
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
地
頭
代
」
と
い
う
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
。
兵
衛
七
郎
や
時
光
が
得
宗
被
官
南

条
氏
の
中
で
は
庶
流
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
南
条
氏
の
嫡
流
筋
の
人
物
が
地
頭
代
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
な
お
、
史
料
九
の
宛
名
は
時
光
が
無
官
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
南
条
七
郎
二
郎
殿
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
直
後
の
延
慶
二
年

（
一
三
〇
九
）
二
月
廿
三
日
の
時
光
自
筆
の
譲
状ひ
で
は
「
左
衛
門
尉
時
光
」
と
署
名
し
て
い
る
。
時
光
は
こ
の
相
論
の
後
に
左
衛
門
尉
に
任

官
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
の
冒
頭
で
こ
の
延
慶
二
年
の
譲
状
が
複
数
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
時
光
は
蓮
阿
と
の
相
論

に
よ
っ
て
、
子
孫
の
間
で
の
争
い
を
避
け
る
た
め
に
譲
状
を
作
成
す
る
に
至
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

　
史
料
九
は
短
い
文
書
だ
が
、
多
く
の
情
報
を
得
る
事
の
で
き
る
史
料
で
あ
り
、
南
条
氏
を
研
究
す
る
上
で
は
欠
か
せ
な
い
史
料
と
い
え

よ
う
。
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お
わ
り
に

　
以
上
、
鎌
倉
時
代
末
か
ら
南
北
朝
期
南
条
氏
の
相
論
に
関
す
る
史
料
を
精
査
し
、
今
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
南
条

氏
の
相
論
を
一
つ
一
つ
考
察
し
て
き
た
。
最
後
に
時
光
の
上
野
郷
領
有
形
態
に
つ
い
て
も
考
察
し
、
従
来
地
頭
と
さ
れ
て
い
た
時
光
が
上

野
郷
の
給
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
時
光
の
所
領
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、
時
光
が
得
宗
被
官
で
あ
る
こ
と
を

考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
室
町
幕
府
の
成
立
は
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
十
一
月
で
あ
り
、
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
ま
で
は
足
利
直
義
が
裁
判
や
日
常
の

政
務
を
執
行
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
南
条
氏
相
論
関
連
の
文
書
は
、
史
料
一
と
史
料
九
を
除
い
て
す
べ
て
こ
の
直
義
執
政
期
の

も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
相
論
関
連
史
料
を
整
理
す
る
に
留
ま
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
当
該
期

に
お
け
る
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
の
考
察
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
扱
わ
な
か
っ
た
南
北
朝
期
以
降
の
大
石
寺
に
お
け
る
相
論
と
併
せ
て
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
）
佐
藤
進
一
『
古
文
書
学
入
門
』（
新
版
、
法
政
大
学
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
２
）『
鎌
倉
遺
文
』
二
五
七
六
七
号
。

（
３
）
延
慶
二
年
二
月
廿
三
日
付
の
時
忠
へ
の
譲
状
で
は
、
上
野
郷
と
相
模
国
山
内
庄
舞
岡
郷
の
屋
敷
二
所
、
給
田
一
町
三
反
少
、
畠
、
野
原
が
譲
ら
れ

て
い
る
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
六
〇
一
号
）。
三
郎
へ
の
譲
状
は
上
野
郷
で
は
な
く
、
伊
豆
国
田
方
郡
南
条
南
方
武
正
名
を
譲
っ
た
も
の
で
あ
る

（『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
六
〇
〇
号
）。
時
忠
に
は
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
七
月
廿
五
日
に
も
、
延
慶
二
年
の
譲
状
の
奥
書
で
駿
河
国
安
倍
郡
浅
服

庄
の
「
五
反
あ
ま
り
の
大
行
か
ふ
ん
」
を
、
別
の
譲
状
で
丹
波
国
小
椋
庄
守
利
名
の
在
家
一
宇
・
田
三
丁
・
畠
一
丁
五
反
・
栗
林
三
所
を
譲
っ
て

い
る
（『
静
岡
県
史
』
資
料
編
五
、一
六
九
一
）。
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（
４
）
正
中
三
年
二
月
八
日
付
の
譲
状
と
し
て
は
、
前
欠
の
も
の
が
一
通
残
る
の
み
で
あ
る
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
三
四
八
号
）。
三
郎
へ
の
譲
り
は
延
慶

二
年
二
月
廿
三
日
付
の
譲
状
と
変
更
が
な
か
っ
た
よ
う
で
、
譲
状
の
奥
に
「
え
ん
き
や
う
二
年
二
月
廿
三
日
の
ゆ
つ
り
に
ま
か
せ
て
、
さ
う
い
な

く
ち
行
す
へ
し
」
と
正
中
三
年
二
月
八
日
に
書
き
加
え
て
い
る
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
六
〇
〇
号
）。

（
５
）
拙
稿
「
南
条
氏
所
領
の
再
検
討
」（『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
六
号
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
６
）
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
得
宗
被
官
南
条
氏
の
基
礎
的
研
究
─
歴
史
学
的
見
地
か
ら
の
系
図
復
元
の
試
み
─
」（『
創
価
大
学
大
学
院
紀
要
』

第
三
十
集
、
二
〇
〇
八
年
）
で
述
べ
て
い
る
。

（
７
）
子
が
譲
状
を
得
た
後
に
父
母
に
先
立
っ
て
死
去
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
『
御
成
敗
式
目
』
第
二
十
条
「
得
二
譲
状
一
後
其
子
先
二
父
母
一
令
二
死
去
一

跡
事
」
に
「
其
子
雖
レ

令
二

見
存
一

至
二

悔
還
一

者
有
二

何
妨
一

哉
、
況
子
孫
死
去
之
後
者
只
可
レ

任
二

父
祖
之
意
一

也
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
佐
藤

進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
）。

（
８
）
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
の
「
白
蓮
本
尊
曼
荼
羅
分
与
帳
」（
以
下
「
分
与
帳
」
と
略
す
。『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
九
二
三
号
）
に
「
富
士
上
野
彌
三

郎
重
光
者
、
日
興
弟
子
也
、
仍
申
與
之
、
上
野
殿
家
人
」
と
あ
る
。

（
９
）
重
光
は
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
に
日
蓮
自
筆
の
本
尊
を
授
与
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
本
尊
の
脇
書
に
日
興
が
「
正
和
元
年
出
家
三
郎
左
近
入
道
也
」

と
書
き
記
し
て
い
る
（
立
正
安
国
会
編
『
日
蓮
大
聖
人
御
真
蹟
御
本
尊
集
』
一
九
七
四
年
、
九
八
号
）。

（
10
）
道
恵
は
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
二
一
九
五
号
、
二
二
二
四
号
、
二
二
二
五
号
に
見
ら
れ
る
。
佐
藤
進
一
氏
は
駿
河
国
の
守
護
に
関
し
て
、
今

川
範
国
の
守
護
在
職
を
徴
証
す
る
史
料
の
一
つ
に
史
料
三
を
取
り
上
げ
て
い
る
（
佐
藤
進
一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
上
』
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
八
八
年
）。

（
11
）
南
条
氏
の
所
領
の
中
で
一
期
分
と
し
て
譲
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、
時
光
が
母
の
松
野
六
郎
左
衛
門
入
道
女
か
ら
譲
ら
れ
て
い
た
駿
河

国
庵
原
郡
蒲
原
庄
関
島
（
比
定
地
は
現
富
士
川
下
流
域
と
推
定
さ
れ
る
）
の
み
で
あ
る
。
時
光
が
母
か
ら
関
島
の
所
領
を
一
期
の
譲
り
を
得
て
、

時
光
の
後
は
時
光
の
娘
で
あ
る
阿
原
口
御
前
に
と
ら
せ
る
よ
う
に
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
阿
原
口
御
前
が
時
光
に
先
立
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ

の
娘
で
あ
る
鬼
鶴
御
前
と
乙
鶴
御
前
に
そ
れ
ぞ
れ
譲
ら
れ
て
い
る
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
一
五
四
三
号
）。

（
12
）『
鎌
倉
遺
文
』
三
一
九
三
八
号
。

（
13
）
初
期
の
室
町
幕
府
の
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
は
、
岩
本
修
一
『
初
期
室
町
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
に
詳
し
い
。

（
14
）『
静
岡
県
史
』
資
料
編
五
、一
六
九
一
。

（
15
）
佐
藤
進
一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
下
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）。

（
16
）
前
掲
注
（
14
）。
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（
17
）
こ
の
史
料
は
『
静
岡
県
史
』
で
は
「
得
宗
家
奉
行
人
奉
書
」（（
資
料
編
五
、一
五
七
五
）、『
静
岡
県
史
料
』
で
は
「
左
衛
門
尉
某
其
外
一
名
連
署

問
状
奉
書
」（
第
二
編
、
三
号
）、『
鎌
倉
遺
文
』
で
は
「
左
衛
門
尉
某
等
連
署
奉
書
」（
二
二
八
六
〇
号
）
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
名
称
が
つ
け
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
細
川
重
男
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
の
文
書
は
「
得
宗
家
公
文
所
奉
書
」
と
し
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

本
稿
で
は
こ
ち
ら
の
名
称
を
用
い
て
い
る
。

（
18
）
前
掲
注
（
６
）
拙
稿
。

（
19
）
細
川
重
男
『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
20
）
小
泉
聖
恵
「
得
宗
家
の
支
配
構
造
」（『
お
茶
の
水
史
学
』
四
〇
、一
七
─
五
二
、一
九
九
六
）。

（
21
）
前
掲
注
（
７
）『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
所
収
。

（
22
）
前
掲
注
（
20
）
小
泉
論
文
。

（
23
）『
鎌
倉
遺
文
』
六
四
一
三
号
。

（
24
）
弘
安
二
年
十
月
日
付
「
滝
泉
寺
申
状
」（『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』
創
価
学
会
版
、
一
九
五
二
年
、
八
四
九
〜
八
五
三
頁
及
び
『
鎌
倉
遺
文
』

一
三
七
五
五
号
）。

（
25
）
前
掲
注
（
５
）
拙
稿
。

（
26
）「
分
与
帳
」。

（
27
）『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
六
〇
〇
号
、
二
三
六
〇
一
号
。

（
か
じ
か
わ

　

た
か
こ
・
委
嘱
研
究
員
）
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The Lawsuit in the Nanjo Family̓s Territory

Takako Kajikawa

   During medieval times in Japanese society, fighting legal battle through lawsuits was 

termed “souron”. Eight historical materials related to lawsuits have been left within the 

Nanjo family’s ancient documents. Most of the historical materials found in the Nanjo 

family during the Nanboku-chō period, are related to lawsuits. However, lawsuits 

concerning the Nanjo family have not been so researched thus far.

   The first purpose of this thesis is to examine in detail, the Nanjo family’s historical 

documents of lawsuits pertaining to territory. The second purpose is to consider Nanjo 

Tokimitsu’s ownership and territorial form of the Ueno-go (Ueno Township). Tokimitsu 

was a vassal of the Hojo family. Therefore, it is necessary to consider the territory with 

respect to the Nanjo family.

   In this thesis, it is confirmed that Ueno-go is one of the territories of the Tokuso family. 

Based on historical materials concerning the lawsuit of Tokimitsu and the elder sister, it 

also reveals that Tokimitsu was a “Kyusyu” (owner of a territory) of Ueno-go. 


